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『高等教育のための情報リテラシー基準 2015 年版』を策定 

大学生の情報活用能力の向上のために 

目的・趣旨｜ 

国立大学図書館協会は、平成 24 年に、大学図

書館における教育学習支援機能の充実のため、教

育学習支援検討特別委員会を設置しました。3 年

間の活動期間を経て、２つの報告書『ラーニン

グ・コモンズの在り方に関する提言』と、『高等

教育のための情報リテラシー基準2015 年版』を

公表しています。 

このうち『高等教育のための情報リテラシー基

準 2015 年版』（以下、本基準）は、国内外の情

報リテラシー基準を参考に、これまでの大学図書

館における情報リテラシー教育の実践も踏まえ

つつ策定したものです。 

ここでは、情報リテラシーを、高等教育の学び

の場で必要な、課題認識から情報発信にいたるま

での情報活用能力としています。高等教育の場で

能動的学習（アクティブ・ラーニング）を進める

ためには、汎用的技能としての情報リテラシーが

欠かせないと考えられます。また、アクティブ・

ラーニングを通じて、学生はその情報リテラシー

をより高めていくと考えられます。そのような考

えを基に、高等教育の様々な場面で活用されるこ

とを期待して、情報リテラシーを身につけた学習

者のあるべき情報活用行動プロセスを基準とし

て示しています。 

情報活用行動プロセスは、学習目標の設定や評

価のツールとして活用しやすいように、行動指標

とその具体的な行動を構成要素として示しまし

た。また、本基準を活用する際には、大学等の教

育方針や学習者の状況に合わせて適宜カスタマ

イズしてもらうことを想定しています。 

実施内容｜ 

本基準は、学習者が課題に取り組むにあたり情

報を活用していくプロセスを、次の６つの場面に

整理しています。 

 

１. 課題を認識する 

２. 情報探索を計画する 

３. 情報を入手する 

４. 情報を分析・評価し、整理・管理する 

５. 情報を批判的に検討し、知識を再構造化する 

６. 情報を活用・発信し、プロセスを省察する 

 

 それぞれの場面で取るべき行動は「行動指標」

として、またその達成度を評価する目安となる具

体的行動は「構成要素」として示しています。例

えばプロセス１は次のとおりです。 

 

１. 課題を認識する 

  行動指標1 

  課題を認識し、その解決に必要な情報の範囲

を定める。 

  （構成要素） 

1.1 自分が取り組むべき課題を識別し、そ

の本質を把握する。 

1.2 課題を解決するために必要となる情報

を把握する。 

1.3 必要となる情報と現時点で持っている

情報を比較し、新たに収集すべき情報

の範囲を定める。 

 

 実際の情報活用は単純なプロセスではなく、学
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習者は、６つの場面を後戻りしたり繰り返したり

しながら課題解決を進めていくものと考えられ

ます。その試行錯誤の過程で、随時プロセスを振

り返り、自己の情報活用行動を適切に調整してい

くことが必要です。そうした学習者の振り返りを

助けるのも、本基準のひとつの役割です。そうし

た経験を繰り返す中で、基礎的なレベルから次第

に高いレベルの能力を身につけることを表わす

のが「情報活用行動プロセスの場面とレベル」の

図です。 
 

 

 

実施結果｜ 

本基準は、まだ活用方法を具体化したり、周知

していく段階にあります。 
報告書の中では、大学教育の具体的場面で活用

できるよう、大学図書館を中心とした教育場面で

の例として「活用体系表」が示してありますが、

そうした具体化の作業がさらに必要です。 

活用方法としては、まずは図書館職員が情報リ

テラシー教育の企画やその成果の評価に利用し

たり、教員と学習目標を共有するために利用する

ことが考えられます。それに加えて、学生が自ら

の情報リテラシーがどの程度かを把握したり、教

員がシラバスを作成する場面、あるいは大学経営

者によるディプロマポリシーを策定する場面で

も利用することが期待されます。 

第 101 回全国図書館大会第 2 分科会において

は、本基準を策定した委員の所属機関での例とし

て、お茶の水女子大学附属図書館からは、講習テ

キストの点検作業に活用した例、情報リテラシー

教育プログラムに関する教員との相談の際の材

料とした例が報告されました。また、筑波大学附

属図書館からは、本基準の「活用体系表」を自館

向けにカスタマイズし「筑波大学附属図書館学

習・研究支援体系図」を作成した例、広報資料で

活用した例、また講習会参加者のセルフチェック

用資料に活用した例などが報告されました。 

 

今後の展開・課題｜ 

教育学習支援検討特別委員会は 3 年の活動期

間を終えましたが、成果の活用を促進するため、

期間を1 年延長して活動しています。広報や各館

での活用事例が共有されるような取組みを行い、

大学教育の場で実際に本基準が使われることを

めざしています。 
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